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市第18号議案 

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例等の一部改 

正 

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例等の一部を改正する

条例を次のように定める。 

平成30年９月11日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例等の一部を 

改正する条例 

（横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例（平成28年12

月横浜市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８号中「がけ地等」を「崖地等」に改める。 

（横浜市建築基準条例の一部改正） 

第２条 横浜市建築基準条例（昭和35年10月横浜市条例第20号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第43条第２項」を「第43条第３項」に改める。 

第４条第１項中「第43条第１項ただし書」を「第43条第２項第

１号の規定による認定に係る道及び同項第２号」に改める。 

第16条第２項中「第 112 条第13項、第14項第２号、第15項及び

第16項」を「第 112 条第12項、第13項第２号、第14項及び第15項

」に改める。 

第17条を次のように改める。 

第17条 削除 
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第23条の４第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４

号を第３号とし、同条第２項を次のように改める。 

２ 第16条第２項の規定は、建築物の一部が前項第１号に該当す

る場合について準用する。 

第29条第３項中「第 112 条第14項第２号」を「第 112 条第13項

第２号」に改める。 

第49条の見出しを「（耐火構造等）」に改め、同条第２項中「

前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 第16条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

第51条を次のように改める。 

（開口部の制限） 

第51条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に

供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その

用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に

次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。 

(1) 第49条に規定する建築物 

(2) その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを

超えるもので、３階以上の階をその用途に供するもの 

(3) その用途に供する部分の床面積の合計が 150 平方メートル

以上のもの 

２ 前項に規定する開口部は、次に掲げるものとする。 

(1) 床又は天井に設ける開口部（特殊な用途に供するものでや

むを得ないものを除く。） 

(2) 自動車車庫の内部に設ける開口部で、その他の用途に供す
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る部分のために設ける避難用の出口 

第53条の６第１項中「、第17条第２項」及び「、第51条」を削

り、同条第２項中「第16条第２項（令第 112 条第15項」を「第16

条第２項（令第 112 条第14項」に改め、「、第17条第２項（令第

112 条第15項に規定する構造物を除く。）」を削り、「第23条の

４第２項（令第 112 条第15項」を「第23条の４第２項（令第 112

条第14項」に、「第51条（令第 112 条第15項」を「第49条第２項

（令第 112 条第14項」に改める。 

第53条の８中「、令第 112 条第13項に規定する構造物に限る。 

）、第17条第２項（診療所及び児童福祉施設等を除き」を削り、

「第51条第１号（第16条第２項を準用する場合においては令第11 

2 条第13項に規定する構造物に、第17条第２項を準用する場合に

おいては」を「第49条第２項（」に改める。 

第55条の見出し中「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改め、

同条中「第85条第５項」の次に「又は第６項」を加え、「仮設建

築物」を「仮設興行場等」に改める。 

第56条第１項中「第49条」を「第49条第１項」に改める。 

第56条の２第１項中「第18条まで」を「第16条まで、第18条」

に改める。 

第58条第１項中「第51条第１号において準用する場合を含む。 

）、第17条第１項若しくは第２項（第23条の４第２項及び第51条

第１号」を「第49条第２項」に改め、「第49条第１項」の次に「

若しくは第２項」を加え、「第51条第２号若しくは第３号」を「

第51条」に改める。 

（横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する
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条例の一部改正） 

第３条 横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関

する条例（平成26年12月横浜市条例第75号）の一部を次のように

改正する。 

第９条の見出し中「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改め、

同条中「第85条第５項」の次に「又は第６項」を加え、「仮設建

築物」を「仮設興行場等」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律

第67号）第１条の規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした第２条の規定による改正前の横浜市建

築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 建築基準法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜

市狭あい道路の整備の促進に関する条例等の一部を改正する必要が

あるので提案する。 
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 参  考  

横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 省 略 ） 

(8)  後 退 用 地  狭 あ い 道 路 に 接 す る 土 地 で 、 当 該 狭 あ い 道 路 と の

境 界 線 と そ の 狭 あ い 道 路 の 中 心 線 か ら の 水 平 距 離 が ２ メ ー ト ル

の 線 （ 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め て ２ メ ー ト ル 以 上 の 距 離 を 指 定 し

た 場 合 は そ の 指 定 し た 距 離 の 線 と し 、 法 第 42 条 第 ２ 項 た だ し 書 

           崖 地 等   
の 規 定 に 該 当 す る 場 合 は     の 道 の 側 の 境 界 線 か ら 道 の 側 
           が け 地 等 

に 水 平 距 離 ４ メ ー ト ル の 線 と す る 。 以 下 「 後 退 線 」 と い う 。）

と の 間 に あ る も の を い う 。 

（ 第 ９ 号 か ら 第 13 号 ま で 省 略 ） 

 

横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 。 以 下 「

法 」 と い う 。） 第 39 条 、 法 第 40 条 （ 法 第 88 条 第 １ 項 に お い て 準 用 

            第 43 条 第 ３ 項 
す る 場 合 を 含 む 。）、 法       、 法 第 50 条 、 法 第 52 条 第 ５ 
           第 43 条 第 ２ 項 

項 及 び 法 第 56 条 の ２ 第 １ 項 並 び に 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 25 年 政

令 第 338 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。） 第 30 条 及 び 令 第 144 条 の ４ 第

２ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 の 制 限 の 付 加 そ の 他 法 の 施 行 に つ い て 必
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要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 敷 地 の 形 態 ） 

                          第 43 条 第 
第 ４ 条  建 築 物 の 敷 地 が 路 地 状 部 分 の み に よ っ て 道 路 （ 法     
                          第 43 条 第 

２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 認 定 に 係 る 道 及 び 同 項 第 ２ 号 
                        の 許 可 に 係 
１ 項 た だ し 書 

る 空 地 、 道 又 は 通 路 を 含 む 。 第 23 条 の ３ に お い て 同 じ 。） に 接 す

る 場 合 に は 、 そ の 敷 地 の 路 地 状 部 分 の 長 さ の 合 計 は 、 そ の 路 地 状

部 分 の 幅 員 に 応 じ て 、 次 の 表 に 掲 げ る 数 値 と し な け れ ば な ら な い

。 

（ 表 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

（ 耐 火 建 築 物 等 ） 

第 16 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 建 築 物 の 一 部 が 他 の 用 途 に 供 さ れ る と き 

                第 112 条 第 12 項 、 第 13 項 第 ２ 
は 、 そ の 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 令 
                第 112 条 第 13 項 、 第 14 項 第 ２ 

号 、 第 14 項 及 び 第 15 項 
に 規 定 す る 構 造 物 で 区 画 し な け れ ば な ら な 

号 、 第 15 項 及 び 第 16 項 

い 。 

           
（ 外 壁 等 の 防 火 措 置 ） 

 削 除                          
第 17 条   

診 療 所 、 ホ テ ル 、 旅 館 、 簡 易 宿 所 、 下 宿 又 は 児 童 福 祉 施 設 

                              
等 の 用 途 に 供 す る 木 造 建 築 物 等 （ 耐 火 建 築 物 、 準 耐 火 建 築 物 又 は 

                              
法 第 27 条 第 １ 項 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物 を 除 く 。） で 、 階 数 が ２ 

                              
で あ り 、 か つ 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 200 平 方 

                              
メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 そ の 外 壁 及 び 軒 裏 で 延 焼 の お そ れ の あ 

                    
る 部 分 を 防 火 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 

                               
２  前 項 の 場 合 に お い て 、 建 築 物 の 一 部 が 他 の 用 途 に 供 さ れ る と き 

                              
は 、 そ の 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 令 第 112 条 第 12 項 、 第 14 項 第 ２ 

                              
号 、 第 15 項 及 び 第 16 項 に 規 定 す る 構 造 物 で 区 画 し な け れ ば な ら な 
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い 。 

（ 構 造 等 ） 

第 23 条 の ４  長 屋 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 構 造 及 び 内 装 は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

                              
(2)  木 造 建 築 物 等 （ 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 を 除 く 。） で 、 

                             
階 数 が ２ で あ り 、 か つ 、 長 屋 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 

                             
計 が 200 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の に あ っ て は 、 そ の 外 壁 及 び 

                          
軒 裏 で 延 焼 の お そ れ の あ る 部 分 を 防 火 構 造 と す る こ と 。 

(2)  
  （ 本 文 省 略 ） 
(3)  

(3)  
  （ 本 文 省 略 ） 
(4)  

  第 16 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 建 築 物 の 一 部 が 前 項 第 １ 号 に 該 当 す る 
２   

建 築 物 の 一 部 が 前 項 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て は 第 16 条 第 

場 合 に つ い て 準 用 す る 。                    
２ 項 の 規 定 を 、 前 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て は 第 17 条 第 ２ 

           
項 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 敷 地 と 道 路 と の 関 係 ） 

第 29 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  同 一 建 築 物 内 に あ る ２ 以 上 の 興 行 場 、 公 会 堂 又 は 集 会 場 が 、 そ 

                   第 112 条 第 13 項 第 ２ 号 
れ ぞ れ 耐 火 構 造 と し た 床 若 し く は 壁 又 は 令         

第 112 条 第 14 項 第 ２ 号 

の 規 定 に 適 合 す る 特 定 防 火 設 備 で 区 画 さ れ 、 か つ 、 そ れ ら の 主 要

な 出 入 口 が そ れ ぞ れ 近 接 し な い 位 置 に お い て 異 な る 道 路 に 面 す る

場 合 に お い て は 、 そ れ ぞ れ の 興 行 場 、 公 会 堂 又 は 集 会 場 に つ い て

前 ２ 項 並 び に 次 条 及 び 第 40 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 

（ 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 耐 火 構 造 等 ） 
（ 耐 火 構 造 ） 
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第 49 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  第 16 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 
 

３  前 ２ 項 
     の 規 定 は 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 建 築 物 に つ い て は 、 適 
２  前 項 

用 し な い 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

（ 開 口 部 の 制 限 ）          
（ 他 の 用 途 に 供 す る 部 分 と の 区 画 ） 

 建 築 物 の 一 部 を 自 動 車 車 庫 又 は 自 動 車 修 理 工 場 の 用 途 に 供 
第 51 条   

建 築 物 の 一 部 を 自 動 車 車 庫 又 は 自 動 車 修 理 工 場 の 用 途 に 供 

す る も の で 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の に あ っ て は 、 そ の 用 途 
す る も の に あ っ て は 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 と そ の 他 の 用 途 に 供 

に 供 す る 部 分 と そ の 他 の 用 途 に 供 す る 部 分 と の 区 画 部 分 に 次 項 各 
す る 部 分 と を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 区 画 し な け れ ば な ら な い 。 

号 に 掲 げ る 開 口 部 を 設 け て は な ら な い 。             
た だ し 、 自 動 車 車 庫 又 は 自 動 車 修 理 工 場 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 

                              
面 積 の 合 計 が 50 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の に つ い て は 、 こ の 限 り で 

    
な い 。 

  第 49 条 に 規 定 す る 建 築 物                  
(1)   

第 14 条 又 は 第 49 条 に 規 定 す る 建 築 物 で あ っ て 自 動 車 車 庫 又 は 

                             
自 動 車 修 理 工 場 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 主 要 構 造 部 及 び 直 上 階 の 

                             
床 を 耐 火 構 造 と し た も の に あ っ て は 第 16 条 第 ２ 項 の 規 定 を 、 そ 

                           
の 他 の 建 築 物 に あ っ て は 第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 

  そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 50 平 方 メ ー ト ル を 超 
(2)   

床 及 び 天 井 に は 、 特 殊 な 用 途 に 供 す る も の で や む を 得 な い も 

え る も の で 、 ３ 階 以 上 の 階 を そ の 用 途 に 供 す る も の 
の の ほ か 、 開 口 部 を 設 け な い こ と 。 

  そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 150 平 方 メ ー ト ル 以 
(3)   

そ の 他 の 用 途 に 供 す る 部 分 の た め に 設 け る 避 難 用 の 出 口 は 、 

上 の も の              
自 動 車 車 庫 の 内 部 に 設 け な い こ と 。 

２  前 項 に 規 定 す る 開 口 部 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 
 

(1)  床 又 は 天 井 に 設 け る 開 口 部 （ 特 殊 な 用 途 に 供 す る も の で や む 
 

を 得 な い も の を 除 く 。）  
 

(2)  自 動 車 車 庫 の 内 部 に 設 け る 開 口 部 で 、 そ の 他 の 用 途 に 供 す る 
 

部 分 の た め に 設 け る 避 難 用 の 出 口 
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（ 建 築 物 の 主 要 構 造 部 に 関 す る 制 限 の 特 例 ） 

第 53 条 の ６  令 第 108 条 の ３ 第 ３ 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 対 す る 第 ６ 

                       
条 第 １ 項 、 第 14 条 、 第 16 条 第 ２ 項        、 第 18 条 、 第 23  
               、 第 17 条 第 ２ 項 

条 の ２ 、 第 23 条 の ４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 25 条 第 ３ 項 、 第 29 条 第

３ 項 、 第 30 条 第 ２ 項 、 第 33 条 第 １ 項 、 第 36 条 第 ３ 項 、 第 41 条 、 第 

                        
43 条 の ３ 第 ２ 項 、 第 44 条 、 第 45 条 、 第 49 条     並 び に 第 53 条 
                   、 第 51 条 

の ４ の 規 定 （ 次 項 に お い て 「 耐 火 性 能 に 関 す る 規 定 」 と い う 。）

の 適 用 に つ い て は 、 当 該 建 築 物 の 部 分 で 主 要 構 造 部 で あ る も の の

構 造 は 、 耐 火 構 造 と み な す 。 

                        第 16 条 第 ２ 項 
２  令 第 108 条 の ３ 第 ４ 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 対 す る 

                       第 16 条 第 ２ 項 

（ 令 第 112 条 第 14 項                      
       に 規 定 す る 構 造 物 を 除 く 。）         

（ 令 第 112 条 第 15 項              、 第 17 条 第 ２ 項 

                       第 23 条 の ４ 第 
                      、 
（ 令 第 112 条 第 15 項 に 規 定 す る 構 造 物 を 除 く 。）  第 23 条 の ４ 第 

２ 項 （ 令 第 112 条 第 14 項 
       に 規 定 す る 構 造 物 を 除 く 。）、 第 29 条 第 

２ 項 （ 令 第 112 条 第 15 項 

                        第 49 条 第 ２ 
３ 項 、 第 36 条 第 ３ 項 、 第 41 条 第 ２ 項 、 第 45 条 第 １ 項 、       
                        第 51 条 （ 令 

項 （ 令 第 112 条 第 14 項 
          に 規 定 す る 構 造 物 を 除 く 。） 及 び 第 53 条 の 
第 112 条 第 15 項 

４ の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 防 火 区 画 等 に 関 す る 規 定 」 と い

う 。） の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 建 築 物 の 部 分 で 主 要 構 造 部 で

あ る も の の 構 造 は 耐 火 構 造 と 、 こ れ ら の 防 火 設 備 の 構 造 は 特 定 防

火 設 備 と み な し 、 こ れ ら の 建 築 物 に 対 す る 防 火 区 画 等 に 関 す る 規

定 以 外 の 耐 火 性 能 に 関 す る 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 建 築

物 の 部 分 で 主 要 構 造 部 で あ る も の の 構 造 は 耐 火 構 造 と み な す 。 

（ 避 難 上 の 安 全 の 検 証 を 行 う 建 築 物 に 対 す る 基 準 の 適 用 の 特 例 ） 

第 53 条 の ８  令 第 129 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 物 に つ い て は 、 

                              
第 16 条 第 ２ 項 （ 病 院 、 診 療 所 及 び 児 童 福 祉 施 設 等 を 除 き 
                         、 令 第 11  

                              
2 条 第 13 項 に 規 定 す る 構 造 物 に 限 る 。）、 第 17 条 第 ２ 項 （ 診 療 所 
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            、 令 第 112 条 第 12 項 に 規 定 す る 構 造 物 
及 び 児 童 福 祉 施 設 等 を 除 き 

に 限 る 。）、 第 19 条 （ 診 療 所 及 び 児 童 福 祉 施 設 等 を 除 く 。）、 第 

27 条 第 ２ 項 （ 廊 下 の 幅 に 限 る 。）、 第 33 条 第 ２ 項 、 第 35 条 第 １ 項

か ら 第 ４ 項 ま で 、 第 36 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で （ 同 項 第 ２ 号 及 び

第 ３ 号 を 除 く 。）、 第 38 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 、 第 39 条 、

第 40 条 第 １ 項 （ 出 口 の 幅 の 合 計 に 限 る 。） 及 び 第 ２ 項 、 第 43 条 の 

    第 49 条 第 ２ 項 （                    
２ 並 び に                           

第 51 条 第 １ 号 （ 第 16 条 第 ２ 項 を 準 用 す る 場 合 に お い て は 

                              
令 第 112 条 第 13 項 に 規 定 す る 構 造 物 に 、 第 17 条 第 ２ 項 を 準 用 す る 

        
       令 第 112 条 第 12 項 に 規 定 す る 構 造 物 に 限 る 。） の 
場 合 に お い て は 

規 定 は 、 適 用 し な い 。 

 仮 設 興 行 場 等 
（       に 対 す る 制 限 の 緩 和 ） 
 仮 設 建 築 物 

          又 は 第 ６ 項      仮 設 興 行 場 等 
第 55 条  法 第 85 条 第 ５ 項      に 規 定 す る       に つ い 
                     仮 設 建 築 物 

て は 、 第 ４ 条 、 第 ４ 条 の ２ 、 第 ５ 条 、 第 ７ 条 、 第 ９ 条 、 第 16 条 、

第 24 条 、 第 29 条 、 第 33 条 、 第 36 条 第 ３ 項 、 第 38 条 第 ４ 項 、 第 39 条

、 第 41 条 、 第 47 条 、 第 47 条 の ２ 又 は 第 49 条 か ら 第 53 条 ま で の 規 定

は 、 適 用 し な い 。 

（ 既 存 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩 和 ） 

第 56 条  法 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 第 14 条 、 第 16 条 、 第 23 条 、

第 23 条 の ２ 、 第 23 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 、 第 33 条 第 １ 項 、 第 44 条 又 

 第 49 条 第 １ 項 
は       の 規 定 の 適 用 を 受 け な い 建 築 物 に 係 る そ の 床 面 積 
 第 49 条 

の 合 計 が 50 平 方 メ ー ト ル 以 内 の 増 築 等 に つ い て は 、 法 第 ３ 条 第 ３

項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 は 、 適 用

し な い 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 特 定 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に 算 入 し な い 面 積 ） 
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第 56 条 の ２  次 の 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 又 は 建 築 物 の 部 分 に 対 す る 第 

                      第 16 条 ま で 、 第 
４ 条 の ３ 、 第 ５ 条 、 第 ６ 条 、 第 ７ 条 、 第 14 条 か ら         

第 18 条 ま で 

18 条 
、 第 20 条 の ２ 、 第 23 条 の ２ か ら 第 27 条 ま で 、 第 43 条 の ２ 、 第 

 

52 条 及 び 第 53 条 の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 規 定 」 と い う

。） の 適 用 に つ い て は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 面 積 は 、 特 定 規 定 に 規

定 す る 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に 算 入 し な い 。 

（ 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

第 58 条  第 ３ 条 、 第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 若 し く は 第 ４ 項 、 第 ４ 条 第 １ 項

、 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 ４ 条 の ３ 第 １ 項 か ら 第 ３

項 ま で 、 第 ５ 条 第 １ 項 、 第 ６ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 、 第 ６ 条 の

２ 、 第 ７ 条 、 第 ９ 条 、 第 10 条 、 第 13 条 か ら 第 15 条 ま で 、 第 16 条 第 

                    第 49 条 第 ２ 項     
１ 項 若 し く は 第 ２ 項 （ 第 23 条 の ４ 第 ２ 項 及 び        
                    第 51 条 第 １ 号 に お い 

                              
て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 17 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 （ 第 23  

               
              に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
条 の ４ 第 ２ 項 及 び 第 51 条 第 １ 号 

、 第 18 条 か ら 第 20 条 ま で 、 第 20 条 の ２ 第 １ 項 、 第 21 条 か ら 第 23 条

の ３ ま で 、 第 23 条 の ４ 第 １ 項 、 第 ３ 項 若 し く は 第 ４ 項 、 第 24 条 第

１ 項 、 第 25 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 26 条 、 第 27 条 第 １ 項 、 第

２ 項 若 し く は 第 ４ 項 、 第 28 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 、 第 29 条 第 １

項 、 第 30 条 第 １ 項 、 第 31 条 、 第 32 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 、 第 33

条 か ら 第 34 条 の ２ ま で 、 第 35 条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 か ら 第 ６ 項

ま で 、 第 36 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 、 第 37 条 か ら 第 41 条 ま で 、 第

43 条 の ２ か ら 第 46 条 ま で 、 第 47 条 第 １ 項 、 第 47 条 の ２ 、 第 48 条 、 

      若 し く は 第 ２ 項      第 51 条          
第 49 条 第 １ 項        、 第 50 条 、             
                  第 51 条 第 ２ 号 若 し く は 第 

   
、 第 52 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 53 条 第 １ 項 又 は 第 53 条 の 

３ 号 

２ か ら 第 53 条 の ５ ま で の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お け る 当 該 建 築 物
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、 工 作 物 又 は 建 築 設 備 の 設 計 者 （ 設 計 図 書 に 記 載 さ れ た 認 定 建 築

材 料 等 の 全 部 又 は 一 部 と し て 当 該 認 定 建 築 材 料 等 の 全 部 又 は 一 部

と 異 な る 建 築 材 料 又 は 建 築 物 の 部 分 を 引 き 渡 し た 場 合 に お い て は

当 該 建 築 材 料 又 は 建 築 物 の 部 分 を 引 き 渡 し た 者 、 設 計 図 書 を 用 い

な い で 工 事 を 施 工 し 、 又 は 設 計 図 書 に 従 わ な い で 工 事 を 施 工 し た

場 合 （ 設 計 図 書 に 記 載 さ れ た 認 定 建 築 材 料 等 と 異 な る 建 築 材 料 又

は 建 築 物 の 部 分 を 引 き 渡 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 建 築 材 料 又 は

建 築 物 の 部 分 を 使 用 し て 工 事 を 施 工 し た 場 合 を 除 く 。） に お い て

は 当 該 建 築 物 、 工 作 物 又 は 建 築 設 備 の 工 事 施 工 者 ） は 、 500,000 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 

横 浜 市 不 燃 化 推 進 地 域 に お け る 建 築 物 の 不 燃 化 の 推 進 に 

関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 仮 設 興 行 場 等 
（       に 対 す る 制 限 の 緩 和 ） 
 仮 設 建 築 物 

           又 は 第 ６ 項      仮 設 興 行 場 等 
第 ９ 条  法 第 85 条 第 ５ 項      に 規 定 す る       に つ い 

                    仮 設 建 築 物 

て は 、 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 
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